
     

公益財団法人東京防災救急協会第６０回理事会議事録 

 

１ 開催日時 令和７年６月５日（木）１１時００分から１２時０６分まで 

２ 開催場所 スクワール麹町３階 

      東京都千代田区麹町六丁目６番地 

３ 出席者 

⑴ 理事総数 ２５名 

出席理事 １８名（代表理事を含む） 

理 事 長 村上 研一  副理事長 山本  豊 

専務理事 山口 芳裕  理  事 尾世 敏彦 

理  事 鈴木 伸弥  理  事 葉山 相也 

理  事 中村 行宏  理  事 市川  薫 

理  事 中原  修  理  事 宇津澤弥生 

理  事 井上 惠子  理  事 脇本  緑 

理  事 片岡夕美子  理  事 光田  毅 

理  事 伊勢村修隆  理  事 古賀 崇司 

理  事 米村  康  理  事 石館 実子 

⑵ 監事総数 ３名 

 出席監事 ３名 

         監  事 飯塚 隆雄  監  事 中塩 信一 

         監  事 土屋 雅義 

４ 議長兼議事録作成者 

代表理事（理事長） 村上 研一 

５ 議題 

 ⑴ 決議事項 

第１号議案 令和６年度事業報告及び附属明細書について 

第２号議案 令和６年度決算報告（貸借対照表及び正味財産増減計算書の附 

属明細書）及び財産目録について 

第３号議案 評議員の候補者について 

第４号議案 理事の候補者について 

第５号議案 監事の候補者について 

第６号議案 第４３回評議員会（３月期）の招集について 

 ⑵ 報告事項 

   報告事項１ 業務執行理事の職務執行状況の報告について 

報告事項２ 第６１回理事会（臨時）の開催について  



６ 会議 

 ⑴ 会議の運営等 

山崎事務局長から、次の内容について報告した。 

本理事会は、理事現在員２５名のうち出席理事１８名であり、理事の出席 

数は、定款第３３条第１項に基づく過半数を満たしており、有効に成立してい 

ること。また、議案の審議に関し特別な利害関係を有する理事はいないこと。 

⑵ 理事会の議長は、定款第３２条に基づき理事長が当たる。 

⑶ 理事会の議事については、定款第３４条第１項に基づき議事録を作成する。 

この議事録には、定款第３４条第２項に基づき出席した代表理事である理事 

長、副理事長及び監事が議事録に記名押印する。 

７ 議事の経過の要領及びその結果 

村上理事長が議長席に着き、議案の審議に入った。 

村上議長は、第１号議案と第２号議案は密接な関係があることから、併せて説 

明するよう事務局に求めた。 

⑴ 第１号議案 令和６年度事業報告及び附属明細書について 

本議案について、山崎事務局長が令和６年度事業報告及び附属明細書につい 

て資料に基づき説明した。 

⑵ 第２号議案 令和６年度決算報告（貸借対照表及び正味財産増減計算書の附 

属明細書）及び財産目録について 

本議案について伊東経理課長が令和６年度決算報告（貸借対照表及び正味財 

産増減計算書の附属明細書）及び財産目録について資料に基づいて説明した。 

村上議長は、監事に監査報告を求め、土屋監事が監査報告をした。 

脇本緑理事から「今年度の事業報告において、「オンライン講習の充実」と 

して受講者の拡大を目的として事業を推進した。とあるが、受講者の拡充状況 

はどうか。また、７年度はどうか。」との質問があった。 

神田講習事業部長が「まず、東京都知事登録講習機関として講習を行ってい 

る「防火安全技術講習」「防火管理技能講習」には、本講習と再講習があるが、 

そのうち再講習の一部をオンライン化した。この２つの講習における、令和 

５年度の全受講者１，１５７名中、２２６名がオンライン講習を受講し、その 

受講率は１９.５％だった。一方、令和６年度は９９３名中２８４名がオンラ 

イン講習を受講し、受講率も２８.６％に上昇した。次に、資格取得のための 

受験準備講習である、「危険物取扱者試験受験準備講習会」、「消防設備士試験 

受験準備講習会」、「自衛消防技術試験受験準備講習会」については、令和５年

度、試行的にオンライン講習を導入し、令和６年度本格的にオンライン講習を

実施した。令和５年度におけるこれらの講習会では、オンライン受講３６３名

に対し、令和６年度は４５２名と、前年比１２４％の増加となった。また、令



和７年度については、各種オンライン講習の実施回数、受講枠を増加させるな

ど、オンライン講習の受講機会拡充に努めてまいる。」との回答をした。 

その後、村上議長は第１号議案「令和６年度事業報告及び附属明細書につい 

て」及び第２号議案「令和６年度決算報告（貸借対照表及び正味財産増減計算  

書の附属明細書）及び財産目録」について、それぞれ諮り、全員異議なく承認  

可決した。 

⑶ 第３号議案 評議員の候補者について 

本議案について、村上議長から事務局に説明を求めた。 

山崎事務局長が令和７年６月２０日開催予定の定時評議員会終結をもって 

中澤一彦評議員を除く評議員全員が任期満了退任となるため、その改選の必 

要がある旨を述べ、評議員候補者名簿に基づき一人ずつ説明した。 

板倉秀樹氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこ  

れを承認可決した。 

上原源隆氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこ  

れを承認可決した。 

 大槻明彦氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこ  

れを承認可決した。 

 勝見裕介氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこ  

れを承認可決した。 

 川田進氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

 酒井英彦氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこ  

れを承認可決した。 

 椿貴喜氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

 德重安謙氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこ  

れを承認可決した。 

 永野義武氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこ  

れを承認可決した。 

 深田史朗氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこ  

れを承認可決した。 

 古屋剛氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

 寳迫敦氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

 森大氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれを 



承認可決した。 

 矢島幹也氏を評議員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこ  

れを承認可決した。 

 公益社団法人東京ビルメンテナンス協会副会長後任者（令和７年６月１７日  

に開催される東京ビルメンテナンス協会総会によって選任される予定）を評議 

員候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。 

⑷ 第４号議案 理事の候補者について 

本議案について、村上議長から事務局に説明を求めた。 

山崎事務局長が令和７年６月２０日開催予定の定時評議員会終結をもって 

理事全員が任期満了退任となるため、その改選の必要がある旨を述べ、理事候 

補者名簿に基づき一人ずつ説明した。 

安達晋氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれを 

承認可決した。 

安藤俊雄氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

飯塚隆雄氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

石館実子氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

伊勢村修隆氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこ  

れを承認可決した。 

一色賢也氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

稻村佳子氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

井上惠子氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

尾﨑治夫氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

尾世敏彦氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

片岡夕美子氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこ  

れを承認可決した。 

上矢恭子氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

川崎慶藏氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 



を承認可決した。 

河村守康氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

釼持麻衣氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

古賀崇司氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

鈴木伸弥氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ 

を承認可決した。 

時枝紀子氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ  

を承認可決した。 

中原修氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれを 

承認可決した。 

中村行宏氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ  

を承認可決した。 

新倉吉和氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ  

を承認可決した。 

葉山相也氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ  

を承認可決した。 

光田毅氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれを 

承認可決した。 

村上研一氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ  

を承認可決した。 

山口芳裕氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ  

を承認可決した。 

山本豊氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれを 

承認可決した。 

米村康氏を理事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれを  

承認可決した。 

⑸ 第５号議案 監事の候補者について 

本議案について、村上議長から事務局に説明を求めた。 

山崎事務局長が令和７年６月２０日開催予定の定時評議員会終結をもって 

中塩信一監事が任期満了退任となるため、その改選の必要がある旨を述べ、監 

事候補者名簿に基づき説明した。 

中塩信一氏を監事候補者とすることについて賛否を諮り、全員異議なくこれ  

を承認可決した。 



⑹ 第６号議案 第４３回評議員会（３月期）の招集について 

本議案について、村上議長から事務局に説明を求めた。 

山崎事務局長が資料に基づいて説明した後、令和８年３月１３日１１時から 

スクワール麹町で行うこととする第６号議案「第４３回評議員会（３月期）の  

招集について」を村上議長が諮り、全員異議なく承認可決した。 

８ 報告事項 

⑴ 報告事項１ 業務執行理事の職務執行状況の報告について 

(ｱ) 村上理事長の職務執行の状況報告 

協会全体のシステムの最適化については、昨年度実施したＩＴコンサルタ 

ントによる「ＤＸ支援推進コンサルティング調査報告」を受け、３つの検討 

部会を設置し、具体的な検討を進めてきた。現在は、２つのシステムの準備 

を進めていること。 

１つ目は「消防用設備等点検済表示登録事業者管理システム」で、1 0 月 

１日の運用開始に向けて、ローコード開発ツールを活用して、構築を進めて 

いること。 

２つ目は「救命講習受講管理システム」で、令和８年９月１日の運用開始 

に向けて、同じくローコード開発ツールを活用し、構築することとしている 

こと。なお、「救命講習受講管理システム」を構築する際には、当協会のオ 

ンラインショップ用のＥＣサイトと連携を図り、講習テキスト等の販売管 

理・在庫管理・決済管理等の一元化を図る予定であること。 

今年度は、システム構築全般の管理役として、「ＤＸ推進担当課長代理」 

の新設が認められたことから、具体的な構築作業や協会内各種システムの最 

適化などを確実に推進する体制を整えること。 

ガバナンスの強化について、今年度は、組織横断的な指導権限を有する 

「ガバナンス担当課長」ポストの新設が認められたことから、固有職員を任 

用し、担当課長を中核とするガバナンス強化の推進体制を整備したこと。 

また、コンプライアンス専門指導員により四半期ごとに内部監査を実施 

し、結果等をコンプライアンス推進委員会に諮り、監事監査の結果等ととも 

に、全職員に対する周知、指導を徹底するなど、組織的な内部統制の強化に 

努めること。 

グローバル社会への対応については、当協会で令和５年度から時限で雇用 

していた外国人職員の活動実績が認められ、令和７年度から固有職員として 

の雇用が承認された。都内在住の外国人やインバウンドが増加し、外国人の 

防災行動力向上や応急手当技術の普及が課題となっていることから、引き続 

き外国人に対する各種普及業務を進めていくほか、これらの業務においては 

専門用語が多く、一般に通訳することが困難であることから、「通訳ツール」 



の開発にも着手すること。 

令和６年度の事業については、事業全体をみると、急激な物価高騰や社会 

のグローバル化等、社会情勢の変化に対応しながら、受講者等の動向や要望 

を把握し、積極的に円滑な事業運営に努めた結果、ほぼ計画どおり実施でき 

たこと。 

個別の事業については、講習事業についての各種講習で引き続きオンライ 

ン化を進めており、消防設備士試験 受験準備講習会では、令和６年１月か 

らオンライン講習を開始していたが、東京消防庁からの受託事業である防 

火・防災管理新規講習及び再講習についても令和６年４月からオンライン講 

習を開始し、新規講習と再講習を合わせて３４回実施した。消防設備士講習 

についても、同様に８回のオンライン講習を実施した。危険物取扱者試験 受 

験準備講習会では、都立の工科高校生を対象に無料でオンライン講習を配信 

し、高校生に学習の機会を提供した。更なるオンライン講習の需要拡大を目 

的に、消防学校学生を対象にしたモニター制度を導入したこと。 

そのほか、令和６年度は各講習の受講者へのフォローアップサービスの提 

供を始めた。自衛消防技術試験 受験準備講習では、対面講習で学科を受講 

された方にも、オンライン講習の学科映像を視聴できる環境を提供するとと 

もに、実技終了後にも、不得意な機器に触れられる時間を設けるなど、資格 

取得に向けて練度を高める支援を４月から開始した。救命講習においても、 

講習終了後、応急手当に関連する動画が視聴できる環境を 10 月から提供し、 

応急手当の実施に向けた自信度を高める支援も開始したこと。 

図書販売事業については、令和６年４月に、東京消防庁から委託されてお 

り、防火・防災管理講習に関しては、オンライン講習の開始に合わせ、講習 

テキストのオンラインショップ販売を開始した。10 月からは、防火・防災 

管理講習や乙種防火管理講習の対面講習においても販売を開始し、キャッシ 

ュレス化による業務の効率化に努めていること。今後は、受講者に対するサ 

ービス向上の観点から、他の講習への導入を促進していく予定であること。 

当協会のガバナンス強化への取り組みについては、令和５年度に監事監査 

機能の充実強化のため制定した監事監査規程に基づき、令和６年度は監事よ 

り提出された監事監査計画どおり、会計監査、業務監査とも３回実施された。 

大きな指摘はなかったが、各職場の改善点等の意見をいくつかいただき、職 

務に反映した。引き続き監事の皆様に適時適切な監査を実施していただき、 

ガバンナンスの維持に努めていくこと。 

情報セキュリティの強化については、東京都からの要請により令和６年７ 

月新たに制定した情報統括役員設置要綱と、既存の情報セキュリティ規程と 

の整合性を図り、セキュリティ強化に向けた推進体制を一本化した。また、 



ＩＴコンサルタントからの指摘に基づき、一部規程改正を行うなど、情報資 

産の保管や管理に係る情報セキュリティレベルの強化を図った。このほか、 

職員のエンゲージメント向上のため、令和６年 11 月に、職員の意識調査を 

実施した。調査結果を分析したところ、職員の総合満足度を高めていくため 

の要素として、「デジタル環境」と「教育」等の充実が必要であることが判 

明したため、令和７年度は職員が使用するパソコンを全て処理速度が速いも 

のに切り替えることにしたほか、臨時職員を除く全ての職員にメールアドレ 

スを付与するとともに、ｅ－ラーニングを導入することにより、職員のエン 

ゲージメント向上を図り、都民サービスの向上につなげていくこと。 

令和６年度決算については、当初予算では非常勤職員に対する勤勉手当の 

支給開始に伴う人件費及び消防技術試験講習場の大規模改修工事に伴う費用

等を見込み約 3,400 万円の赤字としていたが、予算の効果的な執行及び経費

の節減により、約 800 万円の赤字となったこと。 

経常収益については、講習受講者のフォローアップ体制を充実強化したう 

えで、救命講習などのテキストを値上げするなど、財源確保に努めた。しか 

し、自衛消防技術試験受験準備講習、危険物取扱者試験受験準備講習等の受 

講者が想定より少なかったことなどで、講習事業収益が減となったほか、防 

火・防災管理新規講習の受講者数や 10％増で見込んだ救命講習受講者数が 

想定より少なかったことによる講習テキスト売上の減などがあり、経常収益 

の合計は予算と比べ少なくなったこと。 

一方、経常費用については、非常勤職員の勤勉手当支給開始による人件費 

増の見込みは、退職や傷病等の発生により給与等支給対象者が減少したこと 

から費用減となり、印刷製本費では、物価高騰を見込んで増額した防火防災 

管理講習、救命講習テキスト及び各種ポスター・リーフレット等の印刷につ 

いて、想定よりも安く契約できたため、費用減となった。委託費でも、販売 

図書所の保管・配送・回収、各種設備の点検・保守、消防関係法令集の印刷・ 

製本・配送及びＥＣサイトの物流代行等が想定より安く契約でき、費用減と 

なった。このほか、各事業において適切な予算執行と節減に努めたことによ 

り、経常費用の合計も予算より少なくなったこと。 

なお、受託事業である博物館や防災館で展示使用している設備の不具合に 

対して、都民サービスの維持のため速やかな修繕を行ったが、これらの設備 

は東京消防庁に帰属するため寄附金として処理した。これらによりって、税 

引前の収支は黒字だったが、法人税を差し引くと税引後は約 800 万円の赤字 

となった。昨年度に続き２年連続の赤字となったが、内部留保等を踏まえる 

と現状は当協会の事業運営に大きな影響を与える状況ではない。今後も引き 

続き、公益事業の充実と収益事業の拡大、更なる経費の節減を図り、健全な 



協会運営に努めることを報告した。 

(ｲ) 山本副理事長の職務執行の状況報告 

防火・防災管理新規講習については、１日目がオンラインで学科等を受講 

し、２日目が講習会場で活動要領等を受講する、いわゆるオンラインの受講 

者が増加している。昨年度はオンライン講習の周知不足等もありオンライン 

を希望する受講者が少なく、修了者数が減少してしまったが、今年度は昨年 

度よりオンラインの割合を１割から 4 割に増やしているため、修了者数の更 

なる減少を心配していたが、１日で済む講習などのメリットを積極的にＰＲ 

した結果、４月、５月のオンライン講習の定員に対する受講割合は、昨年度 

の 55%から約 90％程度まで上昇した。引き続き、受講者を増加させる取組を 

実施していくこと。 

また、４月から実施している防火・防災管理新規講習の対面講習の受講者 

に対するテキストのＥＣサイトでの販売については、混乱もなく順調にスタ 

ートしており、ほぼ全員がキャッシュレスで購入している。今後は、他のテ 

キストにもＥＣサイトでの販売を拡大し、職員の事務負担の軽減を図ってい 

くこと。 

博物館・各防災館については、新年度が始まり、各防災館等では、大型連 

休にあわせ子供向けの企画展等を実施した結果、来館者は増加している。ま 

た、平成７（1995）年４月 27 日開館した本所防災館は、今年 30 周年の節目 

を迎えた。「風水害対応型防災館」として、多数の都民に来館いただき、来 

館者は、今年の４月には 280 万人に達した。今後とも、各防災館等では、来 

館者の満足度を高める取り組みを推進し、都民の防災行動力の向上を図って 

いくことを報告した。 

(ｳ) 山口専務理事の職務執行の状況報告 

令和６年度中の応急手当普及啓発事業については、令和６年度中の救命講 

習の受講人数については、計画されている講習以外の追加講習の開催や定員 

数が多い会場での講習回数を増やす等、効率的な開催に努め、合計で 178,968 

名の方に各種講習を受講していただいた。令和５年度と比較するとほぼ同水 

準でバイスタンダーの育成に努めることができたこと。 

また、当協会が実施する応急手当講習は、時間やカリキュラムが定められ 

ている救命講習だけでなく、受講者のニーズに応じて行う「救命サポート講 

習」も展開している。昨年度は 1,398 名の方が救命サポート講習を受講し、 

令和５年度よりも 500 名近く多かった。本年度においても、救命講習の指導 

体制を整え、さらには多様な受講ニーズにも応えられるよう体制を強化し、 

応急手当の普及啓発に努めること。 

また、講習の質の向上も重要であるため、本年 1 月より応急手当の指導員 



に対し指導を行う専門員を配置したが、今年度はその効果を検証し、より効 

果的な運用ができるよう推進していくこと。 

東京民間救急コールセンターについては、平成 17 年４月の開設以来 20 年 

が経過し、その間、消防救急車の救急需要は増加傾向が続いている。このよ 

うな中、緊急性が低い傷病者の搬送手段として民間救急車の活用がますます 

期待されており、当コールセンターが果たす役割も重要となってきている。 

このことから、昨年度はコールセンターに登録している 105 の民間救急事業 

者に対し当協会職員が出向き型のヒアリング調査を行い、現場での課題等に 

ついて聴取を終えたところであり、今後はその結果をとりまとめ、運営に役 

立てていきたいと考えていること。 

また、コールセンター登録事業者に対しては、昨年度も東京消防庁と連携 

して、計２回のスキルアップのための講習会を開催し、34 事業者 54 名が受 

講した。今年度についても、事業者のニーズに即した講習会を開催し、都民 

の方が安心して利用できるよう、事業者のスキルアップに努めていくことを 

報告した。 

⑵ 報告事項２ 第６１回理事会（臨時）の開催について 

   第６１回理事会（臨時）の開催について書面による決議の方法で実施するこ 

とを山崎事務局長が報告した。 

 

以上をもって議案の全部の審議及び報告を終了したので、村上議長は１２時０ 

６分閉会を宣し、解散した。 

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、出席した代表理事及 

び監事が記名押印する。 
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